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税務訴訟資料 第２５９号－４７（順号１１１６０） 

最高裁判所（第二小法廷） 平成●●年（○○）第●●号 更正すべき理由がない旨の処分の取消請

求上告受理申立事件 

国側当事者・熊本西税務署長 

平成２１年３月１６日受理 

 （第一審・熊本地方裁判所 平成●●年（○○）第●●号、平成１８年１月２６日判決、本資料２５

６号－２７・順号１０２８７） 

 （第二審・福岡高等裁判所 平成●●年（○○）第●●号、平成１８年１０月２４日判決、本資料２

５６号－２７５・順号１０５３５） 

 

決 定 

申 立 人       Ａ株式会社 

同代表者代表取締役  甲 

同訴訟代理人弁護士  三浦 啓作ほか 

相 手 方       熊本西税務署長 

           鶴窪 和廣 

同指定代理人     河本 哲志 

 

 裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定。 

第１ 主文 

 本件を上告審として受理する。 

第２ 理由 

 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法３１８条１項の事件に当たる。 

 

平成２１年３月１６日 

最高裁判所第二小法廷 

裁判長裁判官 今井 功 

   裁判官 中川 了滋 

   裁判官 古田 佑紀 

   裁判官 竹内 行夫 


